八尾市防犯灯管理GISシステム導入業務仕様書
第1章　総則
（適用範囲）
第1条 　本仕様書は、八尾市（以下「発注者」という。）が発注する「八尾市防犯灯管理ＧＩＳシステム導入業務」（以下「本業務」という。）について適用し、受注者が本業務を実施するにあたり必要な事項を定めたものである。

（目的）
第2条 　現在、市内には約２万灯の防犯灯が設置されているが、安全で安心して生活することができる地域社会の実現をめざし、これまで町会等により維持管理されてきた防犯灯について、町会等の負担軽減を図るため、本市への移管を行い、本市が直接維持管理を実施する取り組みを進めていくこととしている。
本業務は、本市への移管を円滑に行うとともに、本市で防犯灯の維持管理を効率的かつ適切に行うため、市内の防犯灯の現地調査を行い、その結果を反映させた防犯灯台帳システムを構築し、汎用的なGISデータ形式で納品するほか、所有権の移転に必要となる作業等を一括で行う。


（履行期間）
第3条 　本業務の履行期間は、契約締結日から令和10年３月31日までとする。
・契約締結日～令和９年３月31日まで（１年目）
　第16条から第24条、第26条、第27条の業務内容
・令和９年度４月１日～令和10年３月31日まで（２年目）
　　　　第21条から第28条の業務内容
また、令和10年度以降の運用保守業務の期間は、令和14年3月31日までとする。
（関係法令）
第4条 　本業務は、本仕様書によるほか、次の法令および規程に従い、発注者の指示・監督のもとに履行するものとする。
1． 測量法（昭和24年法律第188号）
2． 測量法施行規則（昭和24年建設省令第16号）
3． 道路法（昭和27年法律第180号）
4． 道路法施行規則（昭和27年建設省令第25号）
5． 地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号）
6． 地理空間情報の活用における個人情報の取り扱いに関するガイドライン
（令和5年6月改定内閣官房）
7． 八尾市財務規則
８. 八尾市契約関係条例
９. その他関係法令、通達

（提出書類）
第5条 　本業務の実施に先立ち、契約締結後速やかに次の書類を提出するものとする。
1． 
業務実施計画書及び業務工程表
2． 
着手届
3． 
管理技術者届（資格証、業務経歴書含む）
4． 
照査技術者届（資格証、業務経歴書含む）
5． 
ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)登録書（写し）
6． ISO9001(品質マネジメントシステム)登録書（写し）
7． JISQ15001(プライバシーマーク)登録書（写し）
8． ISO14001(環境マネジメントシステム)登録書（写し）
9． 
ISO20000（ITサービスマネジメントシステム）登録書（写し）
10. ISO27017（クラウドセキュリティ）登録書（写し）
11. その他発注者が示す書類

（秘密の保持）
第6条 　受注者は、本業務を処理するうえにおいて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、本業務の成果品等を発注者の許可なく第三者に公表してはならない。そのため受注者は、情報セキュリティと個人情報保護等に関する公的資格であるプライバシーマーク（Pマーク）及び契約拠点において情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を取得した者で、それに基づく適切な管理体制とセキュリティ体制を実施できる者でなければならない。資格に関しては登録証を発注者へ提出し、了承を得なければならない。なお、書類の提出が出来ない場合は本業務の履行が出来ないものと判断する。

（品質管理及びITサービスの担保）
第7条 　受注者は、本業務を履行する上で、品質管理の向上及びITサービスの内容やリスクを明確にし、サービスの継続的な管理、高い効率性、継続的改善を実現するために、品質マネジメントシステム（QSM）及びITサービスマネジメントシステム（ITSM）に準拠した体制を担保し、業務を遂行するものとする。資格に関しては登録証を発注者へ提出し、了承を得なければならない。なお、書類の提出が出来ない場合は本業務の履行が出来ないものと判断する。

（環境への配慮及び国土強靭化）
第8条 　受注者は、本業務を履行する上で、環境負荷の低減等を講じる必要があり、国が推進する国土強靭化の趣旨を理解して業務を実施するために、契約拠点において環境マネジメントシステム（ESM）及びレジリエンス認証に準拠した体制を担保し、業務を遂行するものとする。資格に関しては登録証を発注者へ提出し、了承を得なければならない。なお、書類の提出が出来ない場合は本業務の履行が出来ないものと判断する。

（納品検査）
第9条 　受注者は決められた期日内に成果品を八尾市危機管理課に納品し、担当者係員の検査を受けるものとする。
（著作権）
第10条　本業務で作成されたドキュメント、データに関する著作権については、本市に帰属するものとする。ただし、成果物に受注者または第三者の著作物が含まれる場合、受注者が本業務を行うにあたり、新たに作成した著作物を除き、当該著作物の著作権は従前からの著作権者に帰属するものとする。
（賠償責任）
第11条　受注者の責に帰すべき事由により、本市または第三者に損害を与えた場合には、受注者がその損害を賠償することとする。
（契約不適合責任）
第12条　本業務における契約不適合責任の期間は成果品引き渡し後１年とし、不適合が発見された場合は、発注者は成果品納品後１年以内に受注者に通知するものとする。
（再委託）
第13条　受注者は、本業務を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合には、業務の一部を委託することができる。
（疑義）
第14条　本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合は、発注者と受注者にて協議の上で、決定することとする。
第2章　業務内容
（業務概要）
第15条　本業務の概要は次のとおりとする。
1． 防犯灯調査
(1)現地調査
約２万灯
(2)台帳整備
約２万灯
2． システム導入
(1)防犯灯管理GISシステム導入






1式
(2)防犯灯データセットアップ

約２万灯
3． 移管作業
(1)名義変更
約２万灯
(2)占用許可
約２万灯
（計画準備）
第16条　防犯灯調査に先立ち、本業務の遂行に関する業務工程の計画を立て、作業内容の確認及び業務計画書を作成する。初回協議時に業務計画書を提示し、本業務内容に関して確認を行い、発注者・受注者の相互の認識をすり合わすための作業資料を作成する。現地調査やシステム導入に係るデータベース項目、機能等を資料整理し、システム設計前の設計計画を作成し、発注者・受注者の相互の確認・認識のすり合わせを実施し、発注者の承認を得る。
（資料整理）
第17条　約２万灯の全ての防犯灯に関して、町会等が管理する防犯灯の位置が記載された地図と、本市が関西電力から購入した電柱情報（shapeデータ）を用いて、防犯灯が存在する可能性がある概略位置を机上にて抽出整理する。なお、地図は町会単位の個別地図（紙）、電柱情報（shapeデータ）等の資料（データ）は発注者より貸与する。現地調査に行く前に、ある程度の予測（目星）をつける作業、航空写真やGoogleストリートマップ等を活用し、現場の状況を机上で確認する。初回協議時等に、基本的な現地調査のルール（情報登録等）を決定した後、現地調査へ行く際の注意事項（道路上の注意、私有地でないか等）の確認や、情報整理も含めて総括的に業務内容を整理する。
（防犯灯管理GISシステム導入）
第18条　本業務において、現地調査により得た防犯灯情報を効率よく台帳システムに登録するインターネットを活用したGISシステムを導入する。本業務現地調査の成果を利用して、今後、本市が防犯灯の維持管理において利用可能なシステムとして構築する。　本システムは、本市の維持管理として、今後も更新ができるようなシステムであり、業者の作業状況の確認も可能となるシステムを構築する。また、帳票（カルテ）作成及び台帳システムに登録されたデータ等の出力機能を有していること。帳票の様式に関しては、発注者と協議の上決定することとする。背景の地図においては、地形図（白地図）やgoogleマップ等を想定しているが、本業務発注時に提案に含めることとし最終決定は発注者・受注者協議で決定することとする。パッケージシステムを想定し、本市用にシステム画面設定等軽微な設計を行い、上記資料整理を行ったデータの移行・搭載作業（現地調査へ持参可能まで）を実施（基本的には位置座標情報があるshapeデータをGIS上に落とし込む形）でデータ搭載を実施する。システム機能要件においては別紙１「サービス機能一覧」の「基本要件」にて提示する。別紙２「非機能要件一覧」では、システム（サービス）に求める可用性や性能・拡張性、運用・保守性等に関する要求水準を提示している。受注者とは別紙2「非機能要件一覧」と提案内容を基に協議し、各項目の要求水準を合意した上で、サービス利用契約を締結する。なお、本システムに投稿機能システム又は機能（もしくは市民投稿専用のレイヤ）を追加し、市民が通報できるようなシステムを提供できることとする。投稿画面では情報に制限をかけ背景地図だけを表示し、市民が自由に触れることを想定しており、防犯灯の設置状況の確認や投稿するためのシステムURLは八尾デジマップのトップ画面へ記載することとする。投稿機能にて受け付ける情報は以下のとおりとする。
1． 投稿日
2． 投稿時間
3． 場所（地番、住所等）
4． 投稿内容
5． コメント欄（管理番号）
6． 現地写真添付
7． その他必要な事項
（現地調査）
第19条　取りまとめた防犯灯の概略位置情報を基に現地調査を行い、最終的には約２万灯の全ての防犯灯の位置を把握する（システムに正規ポイントの情報を落とすか、既にあるポイントを修正する）。その他、防犯灯の情報として灯具・種類等属性情報の付与を行い、現況写真（添付資料として、占用許可申請用に必要となる現場写真）等現地で情報を確認する。現地にて収集する情報は以下のとおりとする。
8． 防犯灯等の種類（LED、蛍光灯、その他の器具）

9． 設置形態（電柱共架、自立柱）

10． 設置場所の電柱番号、引き込み柱
11． 設置状況（照明器具の状態、電柱や自立柱の状態）

12． 現地撮影写真：遠景、近景（電柱番号）、近景（防犯灯）
13． 防犯灯柱の腐食確認
14． 占用位置の確認（国、府、市、私道、河川敷等）
15． 防犯灯所有者の確認（市、町会、不明等）　※名義変更した情報を含む
16． 調査日
10. 調査者
11. その他必要な事項
現地調査で得た防犯灯情報は、速やかに台帳システムに反映され確認できることとする。（更新された現地調査の内容は、職員IDでログインした際に確認）
また、本システムの初期構築作業期間（現地調査で得た防犯灯情報の台帳システムへの反映まで）及び運用開始日は、契約締結日から令和９年３月31日までとする。
（現地調査整理）
第20条　現地で収集した約２万灯の情報について、既存資料（関西電力及び町会等資料）との不整合を確認するとともに漏れ・過剰・不備等を確認して、発注者に報告する。
（現地補足調査）
第21条　前条で不足した情報や協議等で必要となった情報について、現地補足調査により、随時確認を行う。また、別途、防犯灯の本市での新設・取替のほか、開発行為での新設、町会等での新設・取替も想定しており、対象箇所については、１年目と２年目の各年度末の１か月前までに、発注者より詳細資料を受注者へ提供し、１年目と２年目の各年度末までに実施箇所の現地確認及び台帳システムの登録を実施する。
（移管対象の選定）
第22条　防犯灯の町会等から本市への移管申請書類と台帳システムに登録した防犯灯データとの突合作業を１年目と２年目の各年度において行い、本市へ移管可能な防犯灯等を選定し、集計結果を発注者に報告する。最終的に発注者が町会等から本市に移管する防犯灯を決定する。

（名義変更）
第23条　前条による本市への防犯灯の移管が決定次第速やかに、町会等から本市へ電気料金支払者の名義変更を関西電力に対して行うために必要な防犯灯データの整理を１年目と２年目の各年度に行う。
また、ＮＴＴ柱については、各年度末までに受注者よりインターネット申請にて添架申請の手続を行う。
（占用許可）
第24条　本市に移管された防犯灯に対して、必要な場合に道路及び河川等の占用許可申請を各管理者へ提出資料として作成する。許可申請においては、１年目と２年目の各年度において、前条による防犯灯の名義変更が完了次第速やかに行う。
（防犯灯管理GISシステム用データ作成）
第25条　防犯灯の位置、属性、写真について最終的な登録データとして整備し、防犯灯　　　管理GISシステムに搭載可能なデータに変換する。属性一覧や台帳調書、添付画像と位　　置を確実にひも付けし、確認できることとする。なお、今後発注者が管理すべき防犯　　灯について防犯灯管理番号を発注者と協議のうえ決定するとともに、防犯灯データに　　付与する。防犯灯に係る各種データは、管理番号等により整合が取れるものとし、今　　後の搭載データが紐付くようにする。加えて、防犯灯管理GISシステムで取込処理、閲　　覧ができるように汎用的なデータ形式（shapeファイル形式、JPEG形式・TIFF形式・PD　　F形式（画像データ））としてデータを納品するものとする。
　　　なお、防犯灯情報（位置情報、属性情報含む）については、市民公開を実施するが、　　現在運用している「やおデジマップ」に変わるシステムを導入する想定はしていない。
（成果品作成・中間報告含む）
第26条　これまでの業務内容をまとめて報告書を作成する。その他、本業務で発生した資料やデータを整理し納品できるようにまとめる。なお、１年目業務完了時には中間報告として一次報告書及び成果品をまとめ中間納品することとする。
（操作研修）
第27条　システムの機能、操作方法等を理解するために、システムを利用する発注者の管理担当者に対し、操作マニュアルを用いて操作研修を実施する。事前準備や講師等は受注者が行い、研修場所の提供は発注者が行うこととする。
（システム運用・保守）
第28条　本サービス（システム）は、データ整理完了後から最低５年間は利用できることとしており、利用中の運用・保守において発生する障害や問題に対して、責任を持って解決できる体制であること。
（２）職員による操作に関する問い合わせ等に対応する窓口を設けること。希望する対応時間及び連絡方法については、次に示す。なお、さらに効果的・効率的な体制が整えられる場合は提案すること。
17． 電話での問合せ：平日の午前９時から午後５時30分まで

18． メールでの問合せ：常時

（なお、サービス利用者からの問合せ窓口を準備できることが望ましい。）
（３）問合せ対応の時間帯以外においても対応できる障害等緊急時の連絡窓口を設置すること。なお、障害等緊急で対応すべき事象が発生した場合に対応が必要となる受注者の技術者等との連絡体制を整備すること。
（４）運用・保守体制として、通常及び緊急時の連絡先及び連絡方法を提示すること。
運用保守の実施内容を以下に記載する。その他、各社追加で有益な実施内容があれば提案することとする。
19． 
問合せ対応
・職員からの運用に関する問合せに対して、速やかに回答を行うこと。必要に応じて現地に来庁し、運用支援を行うこと。
・問合せ窓口に寄せられた内容などから、機能改善要求および追加機能要求を把握すること。
20． 
障害対応
・障害等緊急で対応すべき事象が発生した場合は、連絡窓口が一次窓口の役割を担い、必要に応じて受注者の技術者やその他関係メーカー等と連携し、速やかに対応すること。
・
障害等緊急時の対応手順をあらかじめ作成し、提示すること。
・
障害発生の連絡を受けた場合は、その障害原因を特定し、運用担当者へ報告すること。
・
重大障害の際には、対策会議等を開催し、経過等を取りまとめて報告するとともに、改善策を運用担当者へ提示すること。
・導入したサービス（システム）において、ウイルスの検出や不正アクセス等の事案が発生した場合は、運用担当者と協力し、対応及び原因究明を行うこと。
21． 
システム保守
・受注者は、導入したサービスの正常な動作を確保するための一切の保守業務を実施すること。
・導入したサービス（システム）に関連するソフトウェアにおいて、修正等のモジュールが提供された場合には、モジュールの適用の必要性を判断し、運用担当者へ説明すること。モジュールの適用は、運用担当者の承認を得た上で実施すること。
・導入したサービス（システム）で使用するソフトウェアに対するセキュリティーホールが各メーカーより報告された場合は、全体への影響度を考慮に入れ、対策プログラムの適応の必要性を判断し、運用担当者へ報告すること。協議の結果、適応が必要であると運用担当者が判断した場合は、対策を実施すること。
22． 
その他
・問合せ対応で把握したニーズは、その対応について検討するとともに、対応を行った場合は定期バージョンアップ時等での反映を検討すること。
・その他運用・保守について、追加費用を必要とせずに提供できる機能等、有効な提案があれば併せて提案すること。
第3章　成果品
（納入成果品）
第29条　本業務の納入成果品は次に揚げるものとする。
（1） 令和８年中間報告書（チューブファイル）















































































　　１部
（2） 令和９年最終報告書（チューブファイル）
　　１部
（3） GISシステム管理者向け操作マニュアル


　　　 １部
（4） GISシステム事業者向け操作マニュアル　　　 １部
（5） 打合せ協議記録簿　　　　　　　　　　　　　１部
（6） 上記電子データ（GIS搭載データを含む）　 　１式
（7） その他発注者が必要と認めるもの　　　　　　１式
（納入場所）
第30条　本業務における成果品の納入場所は、八尾市危機管理課とする。
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